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積立定期預金規定 新旧対比表 

 
改定後（新） 改定前（旧） 

７．（利息） 

（１）～（３）略 

（４）この預金を第８条第１項により満期日前

に解約する場合および第８条第４項の規

定により解約をするときには、その利息は

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは

最後の継続日）から解約日の前日までの期

間および次の預入期間に応じた利率（小数

点第４位以下は切捨てます。）によって１

年複利の方法により計算し、この預金とと

もに支払います。 

以下略 

７．（利息） 

（１）～（３）略 

（４）当金庫がやむを得ないものと認めてこの

預金を満期日前に解約をする場合および

第８条第３項の規定により解約をすると

きには、その利息は預入金額ごとに預入日

（継続をしたときは最後の継続日）から解

約日の前日までの期間および次の預入期

間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨

てます。）によって１年複利の方法により

計算し、この預金とともに支払います。 

以下略 

８．（預金の解約） 

（１）この預金は、当金庫がやむを得ないと認

める場合を除き、満期日前の解約はできま

せん。 

（２）この預金を解約または書替継続するとき

は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章

により記名押印して、通帳とともに当店に

提出してください。 

（３）～（５）略 

８．（預金の解約） 

 

 

 

（１）この預金を解約または書替継続するとき

は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章

により記名押印して、通帳とともに当店に

提出してください。 

（２）～（４）略 

１１．（成年後見人等の届出） 

（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・

後見が開始された場合には、直ちに書面に

よって成年後見人等の氏名その他必要な

事項を届出てください。預金者の成年後見

人等について、家庭裁判所の審判により、

補助・保佐・後見が開始された場合も同様

に届出てください。 

（２）～（５）略 

１１．（成年後見人等の届出） 

（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・

後見が開始された場合には、直ちに書面に

よって成年後見人等の氏名その他必要な

事項を届出てください。 

 

 

 

（２）～（５）略 

１３．（通知等） 

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が

通知または送付書類を発送した場合には、延

着し、または到達しなかったときでも通常到

達すべき時に到達したものとみなします。 

（以下条項について条項番号を繰り下げ） 

新設 
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１５．（規定の変更） 

（１）この規定の各条項その他の条件は、金融

情勢の状況の変化その他相当の事由が

あると認められる場合には、当金庫ウェ

ブサイトへの掲載による公表その他相

当の方法で周知することにより、変更で

きるものとします。 

（２）前項の変更は、公表等の際に定める適用

開始日から適用されるものとします。 

新設 

 


